
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 

職員の勤務体制の変更について 
  

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言を踏まえ、市職員の感染防止

を図りながら行政サービスを継続するため、４月20日（月）から５月６日（水）まで

の間、職場勤務と在宅勤務の班分け交代勤務体制とし、市役所等で勤務する職員を５

割程度減らします。また、在宅勤務者がパソコンを使用できる環境を整えるため、市

役所会議室、生涯学習センター、各公民館にサテライトオフィスを設置しました。 

情 報 提 供 資 料 

  令和２年４月 20日(月) 

日 高 市 

総務課 人事厚生担当 

℡042‐989-2111 内線 2238 

課長 林 政男 

担当者職・氏名 主幹 山下 達也 


